
 

 
 

様式第十三（第４条関係） 

 

新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表 

 

 

    

１．確認の求めを行った年月日 

  令和３年１１月９日 

 

２．回答を行った年月日 

  令和３年１２月３日 

 

３．新事業活動に係る事業の概要 

 照会者は、ＣｏｎｔｒａｃｔＳ ＣＬＭという契約ライフサイクルマネジメントシステム

（以下「本サービス」という。）の提供を通じて、契約オペレーションのＤＸを推進している

企業である。照会者のサービスは、電子契約のみならず、契約書の作成、レビュー、承認、締

結、管理を１つのプラットフォーム上で完結できるソフトウェアを提供することにより、従来

の電子契約サービスと差別化を図っている。これにより、契約オペレーションの効率性・生産

性の向上、さらには契約コンプライアンスの推進による収益性の向上という価値をユーザーに

提供することを目指している。 

 

 ところで、建設工事の請負契約を締結するためには、建設業法で定められた一定の事項につ

いて、書面により署名又は記名押印のうえ相互交付するか、情報通信技術を利用する方法によ

り交付する必要がある。しかし、後者の方法を利用するためには、建設業法施行規則で定めら

れた一定の技術的基準（以下「技術的基準」という。）を充足する措置を講ずる必要があり、

これが建設工事請負契約締結の場面における電子化のハードルとなっている。 

 

 照会者は、ＣＬＭの一機能として電子契約機能を提供しているが、当該機能を技術的基準に

適合する仕様にアップデートすることにより、情報通信技術を利用する方法による建設工事請

負契約の締結を促進したいと考えている。 

 

 事業活動の内容は下記の通り。 

 

（１）事業実施主体 

本サービス提供事業者：照会者 

本サービス利用者：本サービスユーザー 

 

（２）事業概要 

工事請負契約の電子締結を希望する者は、本サービスを以下の流れに沿って利用することで、

建築業法の技術的基準を充足した形で契約を締結できると考えている。 

 

＜契約前の準備＞ 

① ワークスペース及び管理者アカウントの作成 

② 管理者による登録ユーザーのアカウント作成 

③ 登録ユーザーによる本サービスへのログイン 

 

＜契約締結のフロー＞ 

④ 本サービス上のテンプレートを利用して契約書を作成する又は契約書の電子ファイルを本

サービス上にアップロードする 



 

 
 

⑤ 締結依頼ユーザーが、締結担当者の情報を入力し、締結依頼を行う 

⑥ 締結担当者による契約締結の意思表示 

⑦ 本サービス上での電子署名及びタイムスタンプの付与 

⑧ 一意となる文書ＩＤ及び当事者ＩＤの発行と契約書ファイルへの埋め込み 

⑨ 本サービス上での締結証明書の発行 

 

＜契約締結後＞ 

⑩ 締結後の契約書ファイルの閲覧及び印刷 

 

４．確認の求めの内容 

照会者の提供する電子契約サービスが、建設業法施行規則（昭和二十四年建設省令第十四

号）第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たしているか確認したい。 

 

５．確認の求めに対する回答の内容 

照会者が提供するサービスにおいては、①建設工事請負契約書をＰＤＦファイルとして閲覧、

印刷を行うことが可能であると考えられること、②公開鍵暗号方式による電子署名又はタイム

スタンプの付与の手続が行われることで、当該ＰＤＦファイルが改ざんされていないことを証

明することが可能であること、③契約当事者による本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式

による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約であることを確認できると

考えられることから、建設業法施行規則第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たすも

のと解される。 

 

 


